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岱
控
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村
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職
業
制
介
法
施
行
令
中
山
改
正
・
剛
山
恥
州
内
生
徒

に
係
る
物
品
の
愉
入
桔
山
開
除
に
制
す
る
訟
作
・
間
有
林
野
大
防
相
肌
骨
組
担
・
刊
金
郎
副
金
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郵
便
貯
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に
仮
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第
二
十
一
審

第

競

(
岨
場
踊
百
田
崎
畳
抽
)

大
正
十
四
年
人
月
後
行

論

叢

商
書
周
書
に
見
は
れ
れ
る
政
治
経
湾
思
想

緒

言

会
は
曇
に
本
誌
第
十
人
容
第
四
娩
(
帥
も
大
正
十
三
年
四
月
刊
)
に
於
て
「
虞
夏
蓄
に
見
は
れ
た
る
政
治
縦
済
恩

想
」
ご
題
す
る
小
論
文
を
会
に
し
た
る
が
、
今
余
が
絡
に
筆
を
下
す
所
の
小
論
文
は
前
論
文
の
繭
稿
に

L
て
、
ニ

者
を
併
せ
て
始
め
て
「
術
書
に
見
は
れ
た
る
政
治
経
済
思
想
管
見
」
Z
題
す
べ
き
一
小
著
を
成
す
べ
き
も
の
な
b
。

飯
に
逃
ぺ
た
る
ニ
芭
ゐ
る
が
如
〈
、
古
文
術
書
は
虞
書
、
夏
昔
、
商
書
、
周
書
の
四
部
に
分
た
れ
・
伏
生
の
今

文
術
書
よ
'
り
篇
数
多
〈
有
・
9
、.而

L
て
此
等
の
今
文
に
無
〈

L
て
古
文
仁
の
み
有
る
部
尻
町
に
劃
し
て
は
、
偽
作
の

話旨

叢

商
帯
同
書
に
且
は
れ
た
る
政
治
組
消
思
想

第
二
十
一
審

{
第
二
披

) 

I!!l 
;!L 



諭

叢

商
書
同
書
に
且
は
れ
た
る
政
措
経
済
思
想

第
二
十
一
巷

(
第
二
股

五
O 

疑
あ
・
9
、
又
は
儀
作
に
決
し
た
b
z
の
設
ゐ
る
は
、
余
の
肱
に
述
べ
た
る
所
な
・
り
。
然
れ
ど
も
此
等
の
部
分
も
葦

し
古
謹
一
貸
の
片
昔
一
口
隻
認
の
巧
仁
蒐
斡
編
成
せ
ら
れ
た
る
も
の
仁
外
な
ら
十

Lτ
、
之
に
図
ち
て
古
連
賢
の
思
惣
を

窺
ひ
知
る
を
得
、
以

τ後
世
の
奉
考
訓
戒
に
資
す
べ
き
も
の
多
き
は
、
亦
余
の
鍾
に
詑
き
た
る
所
な
b
o
今
や
前

論
文
に
究
ぎ

τ商
虫
同
周
吉
を
設
明
ず
る
に
方
り

τも
亦
思
ひ
を
比
鮎
に
致
し
、
上
古
支
那
の
政
治
経
済
思
想
を
窺

ふ
に
適
切
E
忠
U
る
、
篇
章
は
古
文
に
の
み
澗
h
有
る
も
の
ご
離
ど
も
之
を
採
b
て
解
説
批
詳
し
、
徐
b
適
切
芭

思
は
れ

5
る
篇
章
は
今
文
古
文
共
に
有
る
も
の
ご
雌
Y
』
も
之
を
省
略
に
附
す
べ

L
。
靖
問
者
諒
せ
よ
。

第
一
章

商

書

古
文
備
蓄
は
湯
督
、
仲
魁
之
結
、
湯
話
、
伊
訓
、
太
甲
上
中
下
、
成
有
一
徳
・
盤
庚
上
中
下
、
設
命
上
中
下
、

高
宗
形
目
、
西
伯
哉
謀
、
倣
子
の
十
七
篇
を
現
存
す
れ
ど
も
、
伏
生
の
今
文
術
書
は
、
湯
誓
、
盤
炭
、
高
宗
形
目
、

西
伯
蹴
駒
市
、
微
子
の
五
第
を
存
す
る
の
み
、
且
盤
庚
は
古
文
の
上
中
下
三
替
相
を
分
つ

E
異
に

L
て
、
只
一
篇
を
戚

す

祖
師
誓
は
古
文
今
文
共
に
有
b
、
是
は
般
の
湯
王
が
夏
の
鍵
王
を
討
す
る
に
方
h
、
軍
陣
に
論
告
せ
る
詞
な
b
。

之
を
読
む
に
、
裂
を
討
す
る
は
天
命
を
奉
行
す
る
仁
在
、
り
、
天
罰
を
致
す
に
在
9
己
の
意
を
反
櫨
せ
り
。
一
克
来
湯

は
臣
に
し
て
、
鍵
は
君
な
ち
、
臣
を
以

τ君
を
伐
つ
は
不
忠
の
至

h
E
思
は
る
れ

E
一
也
、
支
那
嘗
時
の
思
想
に
従

も
f
B
E
t
a
t
J

B
司
A
引
貝
も
巾
1
1
1
J司
1
1

-EE-----
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の
虐
焔
及
ば
r
d

る
所
に
布
、
り
。

放
に
夏
氏

ω界
や
品
川
ら

-
T
L
て

架
ef
伐
勺
の
拙
宵
e信
仰
か
h
，、

反
つ

τ謂
ふ
P

相
師

へ
ば
、
人
君
ピ
離
も
民
を
虐
げ

τ罪
を
天
に
獲
れ
ば
、
最
早
人
君
に
は
非
や
し
て
、
孟
子
の
謂
ゆ
る
一
夫
又
は
猫

夫
な
b
o
(
孟
子
梁
恵
王
篇
下
)
0

故
に
嘗
時
の
臣
下
に
し
て
事
徳
あ
る
者
は
天
命
を
奉
承
L
、
天
仁
代
・
9
て
之
を

罰
す
る
を
得
ご
思
考
せ
ら
れ
た
る
な
h
o
湯
管
に
左
の
文
ゐ

h
o

ワ

ν

F

E

F

'

'

J

t

，

T7Lロ
小
子
加
刊
行
制
問
有
夏
多
議
。
天
主
一
万
今
眠
中
伺
来
。

20我
胎
不
札
ゑ
乱
。

合
通
我
一
川
事
-
。
而
割
孟
夏
目
。
予
惟
聞
a
H
宣
言
目
。
夏

EZv罪
。
予
回
害
上
帝
-o

不
=
敢
不
z
正」。

こ
の
台
小
子
は
般
の
滋
王
自
ら
い
ふ
な
り
。
我
敢
て
叛
乱
を
行
ょ
に
非
A
Y
、
夏
の
跡
地
王
暴
虐
に

ιて
多
〈
罪
を

天
仁
獲
た
る
が
放
に
天
は
我
に
命
と
て
之
を
諒
せ
し
む
正
人
民
に
論
告
せ
る
な
り
。
末
文
に
夏
氏
罪
あ
h
，
、
之
を

討
せ
r
d

れ
ば
天
意
に
戻
る
ぺ
し
、
予
上
帝
を
畏
敬
す
る
が
故
に
天
意
を
奉
承
し
、
敢
て
共
罪
を
正
ふ
せ
A
Y
ん
ば
あ

ら
A
Y
ご
言
へ
り
o
然
れ
ど
も
表
面

ω事
貨
は
民
た
る
諸
侯
の
身
を
以
て
肴
た
る
天
子
の
簡
を
伐
つ
な
れ
ば
、
想
ふ

に
営
時
之
を
非
正
忽
せ
る
者
無
き
に
非
F
b
し
な
る
べ
し
、
揚
が
配
小
子
敢

τ乱
を
あ
「
る
こ
E
を
行
ょ
に
非
A
Y

ご
の
錦
解
ゐ
り

L
理
由
亦
以

τ見
る
ぺ
き
な
h
o

前
掲
の
文
の
中
央
の
部
分
に
就
て
は
・
古
来
敷
設
あ
h
o
孔
停
に
依
れ
ば
、
我
后
は
梁
な
h
o
正
は
政
な
ら
。

裂
は
民
の
農
功
を
奪
ひ
て
割
剥
の
政
(
北
町
倣
訟
求
)
を
柏
崎
す
を
い
ふ
ご
解
せ

h
o
然
る
に
薬
誌
に
従
へ
ば
、
我
后
は

場
を
指
す
。
日

f
o

『
稽
は
刈
穫
な
り
、
制
は
断
な
b
、
相
闘
の
領
地
な
る
毛
色
の
民
、
揚
の
徳
政
に
安
ん
じ
、
製

論

叢

前
碍
別
掛
に
且
同
れ
た
る
世
泊
桝
桝
担
恕

部
ニ

l
一を

(
第
二
焼

】

軍
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ピ

論

議

肉
沓
周
苗
に
且
は
品
た
る
政
泊
組
前
田
想

(
第
二
股

~g 

:ti 

第
二
十
一
審

は
事
邑

ω民
を
他
ま
十
し
て
、
我
が
刈
礎

ω事
h
f
姶

τ
、
.
布
-
哀
を
断
正
す
ご
。
湯
は
言
ふ
我
亦
淡
の
衆
論
を
開

{
こ
ご
此

ω如
L
。
然
れ
ど
も
夏
祭
暴
脱
、
天
命
し
て
之
を
磁
せ
し
む
、
一
式
々
』

z。
史
記
の
般
本
紀
に
は
「
-
今

λ

Q

0

0

0

 

女
日
我
君
不
断
他
A

我

衆
-o
袷
諸
我
音
事
日
而
割
政
」
ご
あ
h
o
悶

τ古
文
の
制
圧
夏
の
夏

女
有
血
剤
、

字
は
桁

な
り
己
の
設
を
生
字
。
駄
考
に
て
は
前
掲
孔
侍
梨
註
ニ
設
の
中
、
議
註
を
大
槌
に
於
て
是
な
h
t
信
-T。
蓋
L
嘗

時
湯
は
諸
侯
正
雄
も
、
夏
の
威
令
の
及
ば

F
る
所
に
在
与
、
隠
ご
し

τ
一
一
敵
国
の
如
当
概
ゐ
b
し
な
ら
む
。
依

に
史
記
に
依
る
に
。
湯
徳
政
を
行
ひ
、
諸
侯
心
服
し
た
る
時
仁
蛍
h
、
夏
祭
虐
政
を
絡
し
、
四
位
荒
な

b
。
而
L
て

諸
侯
昆
吾
氏
乱
を
品
局
し
た
れ
ば
、
湯
は
乃
も
師
を
典
し
、
諸
侯
を
率
ひ

τ昆
吾
を
伐
弘
、
逐
ド
祭
を
伐
も
、
其
祭

を
伐
つ
出
師
の
初
め
に
、
前
掲

ω論
告
を
費
し
た
る
な
h
o
M
W
て
余
思
ム
に
嘗
時
湯
の
架
を
伐
つ
に
反
謝
の
二
つ

の
思
想
ゐ
・
り
た
る
な
ら
む
。
第
一
は
倫
理
的
の
も
の
に
し
て
、
且
省
時
誠
岩
の
心
理
に
蔚
じ
て
末
記
言
外
に
畿
せ

，Z
Lリ
L
理
想
な
b
o
郎
も
臣
を
以

τ君
を
伐
つ
を
不
忠
正
な
す
考
な
り
。
湯
の
誓
言
に
、
台
小
子
敢
て
乱
を
皐
向
、

る
こ

Z
T行
ふ
に
非
十
正
の
揖
解
の
齢
ゐ
る
は
、
調
ゆ
る
問
ム
に
は
落
ち
宇
し
て
語
る
に
落
も
た
る
類
な
ら
な

赦
o

後
年
こ
れ
ご
略
ば
同
一
の
場
合
、
卸
も
周
の
武
王
が
般

ω約
王
を
伐
た
ん
正
せ
る
時
、
高
血
熱
は
皆
献
し
た
る

者
サ

に
、
獅
'
り
伯
夷
叔
梼
の
二
兄
弟
は
武
王
の
馬
を
叩
へ
て
諌
め
、
此
患
の
極
め
て
不
忠
不
仁
な
る
を
絶
叫
し
た
b
o

孔
子
が
一
良
弥
を
褒
め
て
仁
を
以

τ仁
を
得
た
り
ご
言
ひ
、
孟
子
は
伯
夷
を
鋒
み
て
車
中
の
滑
な
る
も
の
芭
錦
し
、
而

し
太
真
一
公
は
夷
費
を
共
著
奥
記
列
侍
の
首
位
に
置
き
た
る
、
亦
以
て
支
那
古
韓
賢
の
意
の
在
る
所
を
見
る
べ
き
な



防M

"、

b 。
第
二
の
反
封
思
想
は
経
済
的
の
も
の
仁
し
て
、
且
嘗
時
の
民
衆
が
明
ら
さ
ま
に
告
白

L
た
る
苦
情
な
h
o
郎
も

前
掲
湯
の
望
日
言
に
在
る
如
〈
「
波
目
。
我
后
不
他
我
衆
。
合
我
稿
事
。
而
割
正
夏
。
予
惟
開
放
衆
一
百
」
ご
あ
る
も
の

郎
ち
是
な

h
o
放
は
姐
闘
の
毛
色
の
民
に

L
て
、
我
后
は
湯
を
指
す
、
割

E
夏
は
薬
証
に
従
ひ
有
夏

ee断
正
す
(
夏

の
わ
る
い
V

所
を
正
す
)

百
一
解
し

τも
、
又
史
記
に
従
ひ
夏
の
一
字
を
術
ご

L
劉
政
(
邸
も
孔
仰
の
制
剥
の
政
、
他

語
を
以
て
す
れ
ば
人
民
の
利
盆
金
制
き
取
る
軍
政
)

ピ
秤
き
て
も
意
味
は
よ
〈
過
す
ぺ
き
な
h
。

之
を
要
す
る
に
前
掲
の
孔
侍
奈
註
の
何
れ
仁
従
ふ
も
賞
時
農
政
を
重
大
誠
仁
た
る
こ
ご
は
亦
造
も
疑
を
容
れ

-To
放
に
・
究
篇
「
仲
池
之
詰
」
の
文
中
に
左
の
語
ゐ
b
。

「
桜
吹
判
的
ヂ
有
夏
一
。
乳
首
之
札
口
秀
u

シ

ル

一

必

若
-
師
靖
之
有
v
枕
」

こ
れ
は
始
時
前
か
夏
山
り
諸
伎
の
一
正
な
ち
た
る
に
、
夏
王
の
忌
む
所
Z
な
b
o
恰
も
市
岡
山
り
中
に
秀
(
は
「
き
)

あ
b
、
粟
畝
的
中
に
枕
(
し
ひ
な
)
ゐ
る
が
如
〈
、
常
に
除
き
去
ら
れ
ん
ご
し
た
る
こ
ご
を
述
べ
た
る
た

h
o
新

(

知
〈
闘
の
存
む
を
農
殺
に
筈
へ
た
る
を
見

τも
、
亦
以
て
常
時
の
賢
哲
が
如
何
に
農
事
を
重
ん
じ
た
る
か
を
知
る

日
、
き
な
・
9
0

「
仲
池
之
諦
」
は
共
篇
首
に
左
の
文
ゐ

b
、
以

τ其
作
れ
る
理
由
セ
切
に
せ

h
o

「
成
湯
叱
司
祭
テ
商

Fo
悦
仇
払
い
似
品
。
円
。
予
礼
町
一
来
世
以

ν
台
供
一
日
民
。
仲
地
乃
作
ヘ
附
」

自市

議

前
審
問
書
に
且
は
れ
た
る
政
治
純
掛
川
岨
恕

第
二
十
一
を

「
第
二
抗

五
) 
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画面

議

同
書
同
書
に
且
は
品
た
る
尚
治
崎
椅
思
想

第
二
十
一
審

i 
掛

-
五
回

仲
胞
は
刊
の
名
・
協
の
充
相
た
h
o
品
は
告
な
b
o
此嶋崎山意
L
仲
胞
か
湯
内
総
に
師
四
つ
る
布
る
を
、
湯
に
向

τ

組
諭
し
、
併
せ
て
曾
岡
せ
る
衆
廊
に
告
げ
て
湯

ω雌
徳
大
業
を
編
揚
し
た
る
僻
な
h
o
此
篇
古
文
に
の
み
有
台

て
、
今
文
に
鵠
き
が
放
に
、
之
を
俗
書
記
縛
す
撃
者
間
に
汁
惟
有
徳
悲
」
の
句
を
難
し
、
湯
に
恕
徳
ゐ
る
特
な
し
言

強
僻
す
る
人
ゐ
h
o
例
へ
げ
闘
和
魂

ω如
き
は
『
日
却
に
臼
〈
、
湯
武
革
命
、
天
に
順
ひ
、
而

Lτ
人
に
廠
守
正
、

荷
も
総
老
の
怒
ゐ
れ
ば
華
人
必
中
之
を
錫
さ
十
」
ご
云
へ

h
(
孔
師
団
多
正
第
三
冊
、
商
帯
四
枚
目
)
0

然
れ
Y
』
も
孔

レ

E

u

v

a

p

憾
に
恕
徳
を
解
し
て
「
乱
他
的
及
い
古
一
」
己
い
ひ
、
森
誌
に
「
湯
之
伐
染
。
雄
温
順
矢
夢
人
。
然
承
発
舜
高
授

テ

一

プ

一

品

リ

ユ

チ

ル

テ

品

LVB

恥

W

A

H

リ

テ

テ

-
A
7

‘r

受
之
後
九
於
初
心
拍
特
有
b

聞
い
不
レ
安
。
故
仙
附
z

其
徳
之
不
-
古
都
目
0

・
巾
叉
恐
a

天
下
後
世
薪
以
匁
=
口
質
-
也
」

ご
あ
る
は
、
蓋
し
蛍
を
得
た
る
説
な
h
G
此
篇
た
E
ひ
偽
書
の
疑
は
ゐ
h
Z
も
、
此
等
の
文
字
は
天
下
後
世
に
大

一

功
用
あ
る
も
の
な
る
こ
己
を
忘
る
可
ら
十
。

0

0

2

し

v

-

A

叫

マ

ケ

ν
ハ

ず

仲
池
山
り
請
ド
就
て
顕
著
な
る
は
.
天
人
の
閥
係
な
h
。
詰

ω首
じ
は
臼
〈
「
鳴
呼
惟
天
生
ν
民
。
有
ν欲
無
v
主
乃

b

p

V

シ

古

7

2

ν

a

a

A

Y

ι

ι

7

ヒ

ユ

テ

シ

テ

タ

カ

シ

ム

J

2

7

乱
。
惟
天
生
a
聴
明
-
附
父
。
有
夏
昏
徳
。
民
障
塗
炭
-
。
天
乃
錫
主
勇
相
官
、
表
=
E
高
邦
目
。
繍
昌
一
角
醤
服
、

-

E

-

-

λ

7

，

シ

テ

タ

テ

ユ

一

ア

ヨ

シ

ト

セ

そ

ヅ

テ

ラ

タ

シ

メ

テ

蕊
率
=
朕
典
コ
奉
司
若
一
天
命
一
。
夏
王
有
hTo
矯
註
上
天
-
。
以
布
-
-
一
倫
子
下
-
。
帝
用
不
滅
c

式
-
商
受
・
命
0

7

m
ユ

ス

テ

E
テ

メ

ア

タ

ン

テ

用

爽
a
厭
師
-
」

Z
o
而
し
て
本
文
に
は
臼
〈
『
欽
島
田
昌
一
太
道
、
永
容
天
命
日
0

』
ご
あ
b
o

ユ
E

ユワ

ν

右
コ
ナ
ヒ

J

B

ヌ

次
篇
の
湯
詰
に
も
「
天
道
編
ν
善
耐
砂
掛
出
。
降
注
貞
子
夏
、
以
彰
昌
国
側
罪
、
県
台
小
子
。
賜
泊
天
命
明
威
-
不
祖

テ

サ

Y
3
L
r
z

ス

h
p
a

、

&

，

一

一

λ
I

政
赦
-
」
の
語
ゐ
b
o
叉
「
上
天
学
佑
a
下
民
-o
罪
人
紬
伏
。
天
命
弗
加
問
。
黄
若
草
木
司
億
兆
允
殖
。
L

の

で 哨 幽 幽 岨

?

占相同
JJJJU



関鞠恥

鬼
捕事

語
あ
・
9
0

ノ

叉
其
-
歪
輔
の
伊
訓
に
は
「
古
有
見
先
后
、
方
故
原
位
。

セ
、
ヲ
シ
一
戸
歩
一
旬
、

4

7

λ

z

s

'

作
-
善
降
昌
之
宵
群
-
。
作
二
小
善
一
降
昌
之
百
残
一
」
の
語
あ
り
。

叉
其
歪
輔
の
太
甲
に
は
、
伊
予
の
語
ご
し
て
「
先
生
凪
=
釦
天
之
明

A
E
F白
h
o
叉
「
皇
天
谷
=
民
有
乱
。

シ

ム

ユ

タ

へ

テ

ヨ

V

ト
ス
山
F

タ
昂
酌
P
4
7

停
嗣
王
克
鯵
辰
徳
喧
」
の
語
ゐ
ム
リ
。
又
「
惟
天
無
説
。
克
敬
惟
親
。
民
医
常
一
氏
。
民
子
和
一
一
仁
。

品
。
タ
恥
W

タ

タ

晶

y

w

-

-

4

a

T

無
掴
常
手
"
。
亨
晶
子
克
誠
九
天
位
娘
哉
」
の
語
あ
b
o

叉
其
次
第
の
成
有
一
徳
に
は
「
鳴
呼
天
抗
試
勺
命
炉
常
』
の
語
ゐ
h
o

同
v
有
=
天
災
-
』
の
語
あ
b
o
又
「
惟
上
帝
不
b
刷。

以
上
の
諸
文
・
今
一

一
解
蒋
せ
十
E
雄
吉
、
要
す
る
に
天
命
は
常
な
(
、
人
君
に
し
て
徳
あ
れ
ぽ
天
之
に
頑
を

錫
ひ
、
不
徳
な
れ
ば
之
に
踊
を
降
す
も
の
な
る
の
理
を
反
種
間
明
し
た
る
も
の
な
b
o

然
ら
ば
人
君
の
徳
己
は
何
ぞ
や
。
仲
胞
の
詰
に
相
闘
を
碩
し
て
「
悦
れ
王
融
蓄
を
部
つ
け
予
0

・
貨
利
を
臨
め
一
千
。

サ
カ
J
J

徳
の
訟
な
る
は
官
を
訟
に
L
o
功
の
訟
な
る
は
賞
を
殺
に
す
。
人
を
用
ふ
る
惟
れ
己
れ
に
し
。
過
を
改
む
る
こ
E

客
な
ら
す
o
克
〈
寛
に
克
〈
仁
に
。
信
を
兆
民
に
彰
か
に
宇
」
£
い
へ
る
は
是
な
b
o
調
は
ゆ
る
「
聾
色
を
近
づ

り
A
Y
』
ご
は
昔
柴
に
耽
ら
宇
、
女
色
を
恨
む
こ

t
な
b
。
孔
子
が
「
鄭
穫
を
放
も
侵
入
を
遠
け
よ
、
鄭
融
却
は
濯
に
、

傍
人
は
危
'
し
』
(
論
語
衛
問
盟
会
第
十
五
)
正
い
へ
る
ピ
略
ほ
岡
義
な
b
o
調
は
ゆ
る
「
貨
利
を
臨
め

Z
Eは
孔
チ
が

「
周
を
節
し
て
人
を
愛
し
、
民
を
使
ふ
に
時
を
以
で
す
」
(
論
語
由
宇
而
第
一
)
ご
い
へ
る
語
ピ
相
表
裏
す
。
調
は
ゆ
る

話翁

叢

前
書
同
書
に
見
は
れ
た
る
政
拍
組
済
思
想

第
二
十
一
審

(
第
二
脆

一七

五

五



員詣

議

商
書
周
書
に
昆
は
恥
た
る
政
治
経
済
思
想

第
三
十
一
審

(
第
二
位

ノL
) 

一
五
六

『
人
を
用
ふ
る
憐
れ
己
れ
に
し
、
過
を
改
む
る
ご
客
な
ら
宇
'
」
ご
は
人
の
技
簡
を
取
る
じ
寛
厚
に
し
て
、
己
れ
の
過

失
を
改
む
る
に
厳
重
な
る
を
調
ふ
な
h
。
秦
誓
(
周
奮
の
篇
の
名
)
に
「
人
の
技
あ
る
、
己
之
れ
有
る
が
若

L
』
の
語

あ
h
j
叉
論
語
に
「
過
て
は
則
も
改
む
る
を
障
る
勿
れ
』
の
語
あ
h
、
共
意
相
同
じ
。

ι

ナ

ν

、

u

v

h

y

z

ν

戸

チ

w'

叉
同
篇
に
日
〈
「
徳
日
新
。
高
邦
惟
懐
。
志
自
満
。
九
族
乃
離
」
正
。
伊
訓
(
郎
も
伊
予
が
幼
主
太
甲
仁

'

ナ

訓
ふ
る
語
)
仁
「
今
玉
厩
徳
を
嗣
h
a

、
。
初
め
に
在
ら
よ
る
岡
L
o
愛
を
立
つ
る
は
惟
れ
親
よ
ち
L
。
敬
を
立
つ
る
は

惟
れ
長
よ
り
す
ρ

家
邦
に
始
ま
・
9
0

四
海
に
移
る
ト
』
ご
あ
h
o
謂
ゆ
る
「
日
に
新
な
る
徳
』
ご
は
余
が
前
論
文
に
逃

タ

a

H

-

A

7

夕

刊
た
る
虞
書
の
莞
典
に
「
克
明
除
一
徳
」
の
語
ゐ
h
、
周
書
の
康
識
に
も
「
克
明
ν
徳
L

の
語
あ
h
o
大
問
中
に
も
此
-
一

ヵ

語
を
引
用
せ
h
o
孟
子
に
「
吾
老
を
老
正
し
。
以
て
人
の
老
に
及
ぼ
し
。
吾
幼
h
z
幼
Z
し
。
以
て
人
の
幼
に
及
ぽ

き
ば
。
天
下
は
掌
に
蓮
ら
す
べ

LG---
目
故
に
恩
を
推
せ
ば
以
で
四
海
を
保
ん
4
す
る
に
足
h
o
恩
を
推
さ
い
れ

¥ 

ば
以
て
妻
子
を
保
ん
や
'
る
無
L
」
(
梁
恵
王
篇
上
)
の
語
あ
り
。
前
掲
仲
池
之
詰
及
び
伊
訓
の
文
ご
主
意
相
一
致
す
。

ナ

シ

チ

一

兎

そ

叉
太
早
に
『
乃
の
俄
徳
を
恨
み
、
惟
れ
永
闘
を
懐
へ
」
の
語
ゐ
b
o
叉
「
民
の
事
を
聴
し
ご
す
る
無
か
れ
、
難
、
さ
を
惟

へ
。
厳
位
を
安
L
Z
す
る
無
れ
。
危
き
を
惟
へ
』
の
文
あ
h
o
こ
れ
皆
人
君
日
新
の
徳
を
修
む
る
の
要
訣
な
h
o

蓋
し
倹
徳
を
恨
め
ば
、
出
回
ら
聾
色
を
遁
り
て
脊
修
安
逸
に
流
る
、
が
如
き
こ
ご
無
か
る
吋
し
。
民
事
を
聴
し
芭
せ

ぬ幽幽自動幽砂

字
、
却
も
カ
役
を
重
ん
守
る
ど
き
は
、
自
ら
税
飲
を
薄
(
し
、
民
を
使
ふ
に
時
を
以
て
す
可
〈
、
必
A
Y
苛
欽
諒
求

7
7
 

以
て
府
庫
に
貨
利
を
殖
む
る
が
如
き
こ
ご
無
か
る
べ

L
。
新
の
如
き
は
人
君
の
氷
岡
郎
も
闘
及
天
下
を
治
む
る
の

薗鋪趨嗣

四需縛瞬時併問

幽.



栴切除ぃ

論

叢

前
書
闘
蓄
に
見
ほ
れ
た
る
融
泊
翻
梼
思
想

第
二
十
一
審

(
第
二
鶴

:九

豆
七

ー

長
計
な
タ
o

人
君
が
常
に
天
命
の
常
な
き
を
思
ひ
、
民
心

ω艇
徳
仁
蹄
す
る
を
慮
ιリ

τ、
俊
徳
を
恨
む
は
、
是
れ

版
位
を
安
L
Z
せ
や
し
て
危
き
を
惟
ふ
も
の
な
h
o
新
の
如
き
を
有
徳
の
肴
ご
い
ふ
な
b
d
O

究
に
不
徳
又
は
昏
徳
正
は
何
ぞ
や
。
伊
訓
に
「
敢
て
宮
仁
一
恒
舞
し
、
室
に
酎
歌
す
る
こ
ご
有
る
、
町
を
市
型
風
正

調
ふ
o

政

τ貨
色
に
殉
ひ
、
遊
般
を
恒
に
す
る
こ

E
有
る
、

V

小
伊
』
注
風
ご
謂
ふ
o
敢
て
塾
言
を
侮
え
忠
一
庇
に
逆

ひ
、
首
徳
を
遠
け
、
頑
重
を
比
す
る
こ
ピ
有
る
、
一
怖
を
乱
風
ぜ
謁
ふ
。
惟
ぜ

T
風
十
徳
、
卿
-T
身
に
一
有
れ
ば
、

家
必
宇
喪
ふ
。
邦
肴
身
仁
一
有
れ
ば
、
図
必
歩
む
ぷ
」

Z
有
る
は
是
な
h
o
按
宇
る
に
墨
子
に
「
非
業
」
の
篇
ゐ

h
o
其
中
に
「
先
王
の
書
、
湯
の
宮
刑
に
之
れ
有
b
o
日
〈
、
拡
恒
に
宮
に
舞
ふ
、
是
e
f
E
風
ご
詞
ふ
」
の
文
ゐ

'
P
Q

周
語
(
央
語
)
に
子
背
が
呉
王
夫
差
を
諌
む
る
語
に
「
今
王
一
務
者
を
機
乗
L
て
後
一
軍
に
配
比
謀
す
』
ご
あ

b
o
頑

言
は
闘
語
(
鄭
語
)
に
「
角
犀
幽
耳
盈
を
恵
み
て
型
車
窮
困
を
堤
つ

f
」
の
文
ゐ
h
o
比
は
近
づ
り
叉
は
仰
れ
貌
む
よ
芭

な
ふ
り
。
前
掲
伊
訓
の
文
を
以

τ余
が
前
論
文
に
掲
げ
た
る
五
子
の
歌
の
一
節
「
訓
-
有

ν
之
。
内
作
=
色
荒
田
O

外
作
a

禽
群
。
甘
ν
酒
噌
L

音
。
峻
-
宇
彫
ゐ
珊
。
有
L
v子
ν
此
。
末
ν
或
ν
不
u

己
」
ピ
掛
照
す
る
ご
き
は
、
亦
以

τ上
古
支
那
ゆ

連
賢
の
戒
慎
し
た
る
所
の
何
た
る
か
を
見
る
に
足
る
な
b
。

盤
庚
三
篇
は
、
・
見
記
般
本
紀
に
操
れ
ば
‘
帝
盤
庚
の
時
、
般
は
阪
に
河
北
に
都
せ
る
を
盤
庚
が
何
を
波
b
て、

成
湯
の
故
u
巴
毒
仁
遅
ら
ん
正
せ
る
に
、
般
民
が
嘆
き
怨
み

τ、
選
る
を
欲
せ
ざ
る
を
・
盤
庚
は
諸
倹
大
臣
に
告
鴨

L
、
遂
に
遷
都
を
断
行

L
、
湯
の
政
を
行
ひ
た
れ
ば
、
百
姓
は
由

τ寧
〈
、
股
道
復
典
し
た

b
o
然
る
に
盤
庚
崩



論

議

両
者
同
書
に
見
は
札
た
る
政
泊
四
臨
時
思
想

第
二
十
一
審

(
事
ニ
鵠

O 
) 

五
λ 

じ
て
弟
小
辛
立
つ
や
、
般
道
復
衰
~
た
b
。
蛍
時
百
姓
盤
皮
を
思
ぴ
、
乃
も
盤
庚
三
篇
を
作
品
芭
ゐ
b
。
初
め
湯

の
組
先
の
契
は
商
正
に
居
h
し
を
、

湯
は
竃
に
移
b
、
仲
丁
は
寓
に
移
b
、
河
宜
甲
は
相
に
居
L

リ、

組
乙
は
歌
仁

居
b
・
凡
そ
五
度
園
都
を
移
し
た
る
を
、
盤
庚
は
耽
の
地
が
河
に
近
〈
、
屡
々
水
害
あ
る
を
以

τ、
揚
の
故
都
た

る
宅
に
遜
h'
た
る
な
b
o
賞
時
諸
侯
大
陸
等
漸
f
踊
脊
に
流
れ
、
多
年
住
み
慣
れ
、
財
貨
を
積
み
田
端
ね
た
る
郡
城

を
離
る
、
は
、
共
最
も
苦
痛
ぜ
忽
せ
る
所
な
b
o
放
に
陪
ド
人
民
を
致
践
し
、
煽
動
し
て
、
盤
庚
の
遷
都
の
皐
に

サ

ト

ジ

反
劉
せ

L
め
た
b
o
盤
庚
は
こ
れ
等
の
事
情
を
洞
鬼
し
、
先
づ
臣
を
聡
し
、
叉
民
に
詰
げ
た
る
も
の
卸
も
此
盤
庚

三
篇
な
h
o
王
先
謙
は
「
上
篇
は
巨
に
儲
げ
て
以

τ民
を
数
ふ
。
中
篇
は
終
に
遅
ら
ん
ご
す
る
時
民
に
詰
げ
、
後

品購ね

τ臣
に
及
b

点
、
下
篇
は
阪
に
幅
増
h
た
る
後
、
臣
に
詰
戸
、
」
ご
い
へ
bJ
。
此
設
是
な
る
如

L
。
今
余
は
一
々
一
解

設
せ
す
、
唯
ニ
三
の
文
を
抜
本
批
評
す
る
に
止
む
べ
し
。

9
b
 

盤
庚
が
群
院
に
椛
せ
る
語
の
中
に
「
若
温
網
在
細
…
有
弘
陣
而
不
v
棄
。
若
-hR
服
ν

回
カ
v
稽
乃
有
v
秋
』
ど
あ
h
o

此
文
意
は
、
放
等
賞
に
上
の
数
A
T
に
従
ふ
ぺ

L
、
こ
れ
恰
も
網
の
用
は
綱
(
オ
ホ
ツ
ナ
)
に
在
h
、
綱
を
皐
「
れ
ば

細
川
悉
ご
(
保
一
埋
め
h
て
副
知
れ

5
る
如
し
。
又
波
等
カ
を
盛
し
て
都
を
遜
す
吋
し
、
こ
れ
恰
も
農
が
稼
稽

ω勢
に

樋幽

服
す
れ
ば
、
乃
も
牧
穫
ゐ
る
が
如

L
Z
な
b
。

‘r
J

テ

し

vρ

を

品

ヨ

ヨ

品

レ

次
に
「
惰
農
自
安
。
不
μ

件
昌
作
勢
-
。
不
砂
附
附
品
目
畝
九
越
其
問
b

有
a
森
稜
-
』
の
話
ゐ
h
o
鄭
玄
妊
に
昏
を
散
己

解
す
。
散
は
勉
な
b
o
こ
が
も
亦
農
耕
に
附
へ

τ安
逸
を
食
ば
る

ω害
を
述
べ
た
る
も
の
な
・
9
0
此
等
の
比
喰
を

'"~X'.t'~" 

円

， 

、Ilil

i
-
-
i
i
I
!
p
a
t
-
-
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~糊糊択市?で 1

周
書
は
古
文
三
十
二
篇

oTT文
に
も
共
に
有
る
は
、

牧
誓
、

決
範
、

金臨時‘

大
誌
、

康
詰
、
酒
詩
、

梓
材

玩
味
す
れ
ば
、
嘗
時
賢
哲
の
最
も
農
業
を
重
ん
じ
た

b
し
こ
吉
之
を
想
像
す
る
に
難
か
ら
F
る
な
り
o

探
庚
下
篇
の
末
文
に
左
の
文
ゐ
h
。

マ一

m
t
s
テ

A
ル
ι

ラ

セ

-P
ナ
E

テ

ル

ア

ア

ス

ー

円
相
耽
不
信
好
資
敢
恭
品
生
生
。
鞠
ν
人
謀
詞
人
之
保
屑
ゑ
欽
。
今
我
阪
本
一
正
爾
晶
子
峡
乱
。
若
否
時
一
九

前
川

h
v
T
y
a
F

ラ

山

戸

ツ

ツ

ι
v
S
考

7

9

F

h

w

d

ヨ

ユ

弗
b

欽
o

無
'
総
昌
子
貨
資
】
生
生
自
席
品
。
式
敷
昌
民
徳
-
。
永
肩
昌
三
一
心
一
。
」

此
は
甚

r難
解
の
文
な
れ
H

と
も
、
諸
説
を
折
衷
し
て
、
余
は
次
の
如
〈
解
蒋
せ
ん
己
欲
す
。

「
般
は
貨
を
好
み
敢
て
人
に
金
を
貸
L
て
利
殖
す
る
如
き
人
を
信
任
せ
歩
。
人
を
養
ひ
人
の
安
寧
を
謀
る
知
主

人
は
敬
F

し
て
用
ふ
べ
し
。
今
警
院
に
品
川
崎
守
に
肢
の
志
を
進
告
し
た
b
o
放
の
意
思
に
拐
さ
否
ご
賛
成
か
反
謝
か

を
悶
は
守
、
之
を
敬
聡
せ

F
る
日
、
か
ら
十
o

貨
貨
を
田
臨
め
、
利
殖
し
て
自
ら
用
ふ
る
勿
れ
。
謹
み
て
民
に
摘
加
を
敷

)
行
、
昔
、
永
(
一
心
を
そ
れ
に
傾
〈
ぺ

L
」
此
解
は
孔
体
勢
正
載
す
る
所
ろ
江
氏
の
読
に
依
る
・
「
江
一
耳
o
読

L

f
i
o護

活

。

生

生

F20謂
島
崎
町
於
人
一

uF息
。

喜

之

人

。

恥
z

宏
之
ま

以
自
利
。
我
不
h
p胤
之
】
云
々
)
。

第

章

周

書

召
札
前
・
得
議
‘
多
士
、
無
逸
、
君
費
、
多
方
、
立
政
、
顧
命
、
康
王
之
詰
、
呂
刑
(
叉
甫
刑
ト
毛
・
4

フ
)
、
文
侯
之

諭

議

商
審
問
書
に
且
は
れ
た
る
政
治
組
済
組
組

第
二
十
一
巻

第

貌

一} 

豆王
ブL



r ;-'， 

論一

議

両
者
間
帯
に
見
は
れ
た
る
政
措
艇
憐
思
想

第
二
十
一
番

(
品
二
位

"-，、。

命
、
費
覗
官
、
秦
誓
の
二
十
篇
な
り
。
而
し
て
今
文
に
無
き
も
の
は
、
泰
筈
(
上
中
下
)
武
威
、
族
灘
‘
微
子
之
命
、

察
仲
之
命
、
周
官
、
有
限
、
皐
命
、
君
牙
.
問
倫
の
十
二
篇
な
り
o

周
蓄
の
首
篇
#
盟
国
H
H
、
同
の
武
王
の
在
位
第
十
三
年
邸
も
我
紀
元
前
四
百
六
十
二
年
に
作
b
、
而
し

τ周
蓄
の

末
篇
秦
替
は
、
来
秋
時
代
曲
廿
の
信
公
三
十
三
年
、
秦
の
蹄
悼
公
が
晋
の
裏
公
ピ
戦
ひ
て
、
崎
正
い
ふ
地
に
て
敗
れ
、

闘
に
蹄
ち
て
後
作
れ
る
も
の
に
し
て
、
恰
も
我
紀
元
三
十
周
年
に
賞
る
。
放
に
周
書
は
西
暦
紀
元
前
千
百
二
十
三

年
乃
至
同
六
百
二
十
七
年
の
四
百
九
十
六
年
間
支
那
に
於
り
る
政
治
経
済
上
の
事
蹟
及
び
思
想
の
歴
史
E
謂
ム
ペ

き
な
ら
。

泰
警
は
、
周
武
王
が
絡
に
肢
の
対
王
を
討
た
ん
芭
す
る
時
、
諸
侯
を
孟
津
に
曾
し

τ誓
ひ
た
る
話
な
h
o
此
箱

一

亦
偽
書
Z
の
定
説
ゐ
れ
Y
」
も
、
其
文
中
に
就
て
、
見
る
ぺ
き
二
三
を
左
に
皐
「
べ
し
。

ν

、

J

ナ
u
v
ν

ハ

ナ

'

マ

ヨ

邑

『

ユ

ナ

ル

ハ

ル

ト

ハ

ル

'

'

ト

上
篇
に
『
惟
天
地
荷
物
父
母
。
惟
人
高
物
之
態
。
宣
聴
明
作
z

一
克
后
九
一
克
后
作
-
民
父
母
日
』
の
語
ゐ

b
o
こ
れ
は
荘
子
の
達
生
篇
に
『
天
地
者
。
蔦
物
之
父
母
也
』
ご
あ
り
、
孝
経
に
『
天
地
之
性
。
人
錦
ν
員
」
己

ゐ
h
o
中
庸
に
「
唯
天
下
至
迫
。
昏
岬
z

能
聴
明
世
骨
向
問
。
足
=
以
有
-
臨
由
也
」
言
あ
ち

O

詩
に
『
宣
不
聴
』
の
勾
ゐ

b
o
叉
決
範
(
闘
怨
)
に
「
天
王
仇
民
受
払
」
の
語
あ
hJ
。
此
等
を
寄
せ
集
め
て
作
b
h
ι
h
正
の
読
み
の
b
o
然

れ
ど
も
前
掲
泰
誓
の
語
は
上
古
支
那
人
の
天
地
人
及
び
人
君
に
劃
す
る
思
想
を
普
〈
一
括
し
て
言
ひ
現
は

L
た
る

幽

も
の
ど
調
ふ
べ
き
な
h
。

内~静物品千戸

歯幽幽圃



期臨

論

叢

前
書
問
書
に
且
は
れ
た
る
政
泊
粧
倒
思
認

車
二
十
一
巷

(
部
一
一
腕

武
王
が
討
の
罪
を
数
ふ
る
語
の
中
に

H
f「
今
商
王
、
上
天
を
敬
せ
宇
。
災
企
下
民
に
降
ド
し
、
沈
滴
色
を
即
日
リ
、

政
て
暴
曲
屈
を
行
ふ
。
人
を
罪
す
る
に
族
を
以

τ
L、
人
を
官
仁
す
る
に
世
を
以
て
す
。
憐
れ
宵
室
壷
棚
、
陵
地
修

3

y

p

'

ン

シ

ヤ

ヨ

ア

キ

服
、
以

τ爾
高
姓
を
残
害
す
。
忠
良
を
焚
炎
し
、
争
婦
を
羽
刻
す
』
ご
あ
り
。
こ
れ
は
友
情
に
「
父
子
兄
弟
。
罪

A
b
p

ニ

ア

マ

ヂ

不
官
相
及
】
』
芭
あ
h
、
叉
孟
子
に
「
罪
ν

人
不
b

翠
」
ご
あ
る
に
劃
山
出
し
、
及
び
墨
子
(
倫
鬼
篇
)
に
「
昔
者
般
王
制

御
引
刻
卒
婦
-
』
Z
あ
h
、
叉
帝
王
世
紀
に
「
射
剖
=
比
干
妻
ヘ
以
椀
=
其
胎
L

t
あ
る
を
謝
照
す
れ
ば
、
U

制
の
穿

修
暴
慮
、
天
人
の
共
に
容
苫
.3
る
所
な
る
を
白
川
る
ぺ

L
o

泰
筈
中
篇
に
「
天
の
泊
四
る
は
、
我
民
の
鵡
る
に

r・0
(
一
一
同
川
町
一
が
)
、
天
の
蕗
f
は
、
我
民
の
聴
〈
に
白
出
る
』
の

語
あ
り
。
こ
れ
は
皐
陶
誌
に
「
天
の
聴
明
は
我
民
の
聴
明
仁
か
ら
、
天
の
明
夷
は
我
民
の
明
夷
に
か
る
』
己
あ
る
に

其
趣
意
を
岡
ふ
す
。

泰
替
下
篇
に
「
古
人
一
百
ふ
有
h
J
、
日
〈
、
我
を
撫
す
れ
ば
則
も
出
向
。
我
を
虐
す
れ
ば
則
も
館
。
濁
夫
の
受
、
?
却

に
惟
れ
威
を
作
す
、
乃
も
波
ぢ
の
世
儲
L
t
ゐ
b
o
荷
予
の
議
兵
第
じ
『
湯
武
、
集
討
を
諒
す
。
獅
夫
を
諒
す
る

若
L
。
故
泰
替
に
日
〈
澗
夫
対
ご
」
の
文
ゐ
ふ
り
。
歳
子
の
梁
恵
玉
篇
下
に
、
孟
子
市
骨
宣
王
が
桐
師
武
が
臣
k
以
て
某

君
の
架
射
を
殺
す
る
は
可
な
る
乎
の
問
に
謝
へ
て
「
仁
を
賊
す
る
者
、

之
を
賊
古
調
ム
。
義
を
賊
す
る
者
之
を
残

川
附
正
調
ふ
o

残
賊
の
人
之
を
工
夫
ピ
繭
ふ
。

一
夫
の
討
を
諒
す
る
を
聞
〈
失
。
未

r共
君
を
殺
す
る
を
聞
か
さ
る

也
」
の
語
ゐ
h
J
O

余
思
ふ
に
、
人
君
が
天
命
を
承
け
て
民
を
治
め
、
民
意
に
由
・
9
て
天
意
を
・
祭
す
る
は
、
貨
に
民
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論

叢

両
替
同
書
に
且
は
れ
た
る
政
治
経
済
思
想

第
二
十
一
巻

tξ 

(
第
二
貌

四

本
政
治
の
精
髄
に
し

τ、
古
今
東
西
に
一
旦

h
て
戻
ら
Y
る
確
回
不
援
の
綱
常
な
る
べ

L
t
雌
も
、
臣
子
の
分
を
以

て
君
主
を
目
し
て
濁
夫
正
潟
し
、
世
健
Z
呼
ぴ
、
敢
て
之
を
殺
す
る
仁
至
b
て
は
、
縦
A
T
支
那
人
古
来
の
道
徳
思

想
は
之
を
容
る
べ
き
も
、
到
成
我
日
本
民
族
の
骨
H
肯
L
能
は

g
る
所
な
b
o
而
し
て
此
古
文
前
書
の
「
世
慨
」

ω
二

ナ

ン

ヂ

テ

シ

宅

ン

字
、
並
に
其
下
文
に
在
る
「
乃
の
僻
酬
を
珍
殺
す
」
の
語
に
就
て
、
支
那
事
者
間
に
も
批
難
ゐ
b
o
顧
炎
武
一
冨
ム
「
商

ナ

ナ

の
徳
樗
深

L
実
。
尺
土
も
北
(
有
に
非
F
る
英
き
品
。
一
民
も
其
院
に
非
F
る
莫
き
品
。
武
王
射
を
伐
も
、
乃
eh
，日

〈
、
乃
も
放
の
.
世
維
t
。
討
の
不
善
亦
長
身
に
止
ま
る
o

何
ぞ
其
先
世
を
井
せ

τ
之
ι
官
儲
ピ
す
る
に
至
る
邪
』

t
。
叉
閤
計
暗
唱
は
一
式
ふ
「
此
常
時
百
姓
求
.
に
討
を
錐
ど
す
る
を
知
ら
中
、
而
も
武
王
貨
に
之
ey
験
使
せ
る
者
の
若

7
7
7
 

L
o
唱
其
れ
甚
打
し
い
か
な
』

Z
あ
h
，
。
是
れ
正
賞
の
設
な
b
o
畑
作
し
此
批
難
は
、
此
泰
誓
の
文
が
偽
書
な
る
を

指
摘
し
た
る
に
て
、
湯
武
の
討
伐
を
不
可
ビ
な
し
た
る
に
は
非
す
。
是
れ
余
輩
の
思
想
E
根
本
に
於
て
異
な
る
所

な

h
。

牧
誓
(
第
四
)
は
古
今
文
共
に
有
h
c
偽
書
正
思
は
る
、
泰
誓
E
異
に

L
て
、
文
意
暢
達
し
、
筆
カ
活
動
す
。
是

は
武
王
が
討
を
伐
も
て
牧
野
に
戦
ひ
た
る
時
の
誓
詞
な
b
。
其
中
仁
紛
が
唯
婦
人
を
近
づ
け
、
品
叩
肥
を
怠
た
h
。

骨
肉
忠
良
を
尿
付
、
百
姓
を
虐
「
る
を
責
め
、
先
づ
古
人
の
言
を
引
い
て
日
〈
『
牝
雛
は
畏
す
る
こ
Z
(
ハ
つ
刊
)

無
L
o
牝
雛
の
長
す
る
は
、
惟
れ
家
の
索
る
な
h
』
芭
此
話
尤
も
味
ふ
可
し
。
語
意
は
牝
難
は
夜
明
の
ご
き
を
作

る
べ
き
も
の
に
非
宇
。
若
し
ご
き
を
作
品
こ

t
あ
ら
ば
、
其
家
は
衰
滅
す
ぺ
し
正
O

以
て
婦
女
が
闘
政
に
干
興
す

明均時，州J'./_



る
の
弊
を
識
し
た
る
な
り
。
蓋
し
現
時
文
明
諸
国
に
在
h
て
は
、
婦
女
凶
農
政
権
漸
〈
認
め
ら
る
、
古
雌
も
、
此

ご
彼
ご
は
別
問
題
な
・
9
。
忠
良
を
尽
日
民
衆
を
疎
外

Lτ
一
に
安
幸
に
聡
〈
も
の
、
む
闘
の
徴
に
非
す
し

τ何
ぞ

や。
武
成
(
第
五
)
は
古
文
の
み
有
b
o
武
王
般
を
伐
ち
て
凱
旋
L
た
る
時
の
作
な
b
o
其
中
、
討
が
脊
修
暴
虐
M
Z

指

L
て
「
天
物
を
暴
診
し
、
森
民
を
害
虐
す
」
ご
い
へ
ら
o

上
句
は
鵡
記
王
制
に
酌
す
る
に
事
以
て
せ
・

3
2天

物
を
暴
す
正
日
ふ
」
ど
あ
る
を
取
b
た
る
な
ら
む
。
多
考
の
匁
に
雄
記
の
前
後
の
文
を
奉
「
れ
ば
「
天
子
論
侯
事

カ
リ

な
け
れ
ば
。
則
も
歳
ご
ご
に
三
党
び
回
す
。
一
は
乾
豆
の
匁
に

L
o
二
は
賓
客
の
活
に
L
。
三
は
肴
の
庖
に
充
つ

定叫す

る
柏
崎
に
す
。
事
無
〈
し
て
回
せ

F
る
を
不
敬
ど
臼
ふ
(
回
一
野
山
山
町
一
作
品
川
)
。
回
す
る
に
離
を
以
て
せ

Y
る
を
天
物

を
暴
す
正
日
ふ
o

天
子
は
A
苦
闘
せ
す
。
諸
一
侠
は
群
を
掩
は
守
備
諮
り
)
一
五
一

E
Zゐ・
9
0

叉
武
王
が
般
紛
の
衆
欽
し
た
る
粟
財
を
散
し
て
人
民
に
施
4
し
た
る
こ
子
宮
叙

Lτ
「
鹿
肇
の
財
を
散
し
、
銀

橋
の
粟
を
盛
L
、
四
海
仁
大
貸
し
て
高
姓
悦
服
す
」
正

ν
へ
h
o
論
語
義
臼
篇
に
も
『
周
に
大
賛
有
b
、
善
人
是

れ
富
む
」
の
語
ゐ
h
o
叉
武
威
の
末
文
に
「
民
に
重
ん
す
る
は
五
数
。
惟
れ
食
誕
祭
」
0

ご
あ
・
9
0

五
裁
は
五
常
の

殺
な
b
o
論
誌
に
『
旧
民
に
重
ん
守
る
所
は
、
食
喪
祭
L

の
語
あ
b
。
蓋
L
之
を
取
れ
る
欺
。
食
は
生
を
養
ひ
、
喪
は

死
を
迭
b
、
而
し
て
祭
は
遠
を
迫
ふ
な
り
。
古
人
反
覆
以
て
民
に
重
ん
宇
吋
き
所
Z
錯
す
も
の
議
に
在
る
を
警
告

す
o

亦
以
て
経
済
E
道
徳
正
の
合
致
を
見
る
ぺ
き
な
・
9
0

論

叢

商
書
問
書
に
且
は
れ
た
る
政
治
紐
梼
思
想

第
二
十
一
審

{
第
二
親
ー
一
五
)

」

F、

町両岸



一…ー叫ー恥一一曲幽幽幽

i偏

叢

~ ，、
回

商
書
同
番
に
見
は
れ
た
る
政
拍
嗣
済
思
想

第
二
十
一
書

(
都
二
都

プミ
) 

供
範
(
第
六
〕
は
武
五
第
十
三
年
仁
般
を
討
も
て
凱
旋
し
、
般
の
賢
人
箕
子
の
囚
Z
な
れ
る
を
蒋
し
、
箕
子
に
政

治
の
大
法
を
諮
問
し
た
る
仁
、
箕
子
の
答
へ
た
る
も
の
を
載
す
。
古
文
今
文
共
に
有
り

τ、
術
書
中
最
も
重
要
な

る
篇

ω
一
な
り
。
此
篇
首
に
「
天
、
高
に
決
範
九
時
を
錫
ふ
、
葬
倫
の
叙
つ
る
依
み
な

h
」
ご
あ
る
を
取
h
τ
.
第

の
名
ご
鋳
せ
る
な
h
o
決
範
は
大
法
な
り
。
九
時
は
九
類
な
h
。
努
倫
の
叙
つ
る
依
ろ
さ
は
経
慌
の
道
を
規
律
せ

る
所
正
の
意
な
り
。
九
時
Z
は
.
第
一
、
五
行
部
も
水
、
火
、
木
、
金
、
土
是
な
り
。
第
二
、
玉
事
卸
も
貌
、
言
、

司
調
U
M

、

b
よ
目
、

副

別

語

劇

思
是
な

b
o
第
一
二
、
八
政
卸
も
食
、
貨
、
瓶
、
司
容
・
司
徒
.
司
冠
・
賓
、
師
是
な
h
。
第
四
・
五
和

卸
ち
歳
、
月
、

日
.
星
辰
、
暦
数
是
な
h
o
第
五
、
皇
極
o
第
六
、
三
徳
郎
も
正
直
、
剛
克
、
柔
克
是
な
り
o
第

七
、
稽
疑
。
第
入
、
風
徴
郎
も
雨
、
場
、
焼
、
寒
、
風
、
時
是
な
り
o

第
九
、

五
繭
、
六
極
、
邸
も
議
、
官
、
康

事
、
依
v
好
徳
‘
考
絡
命
を
五
踊
ぜ
い
ひ
、
凶
一
知
折
、
族
、
襲
、
貧
、
属
、
弱
を
六
極
ご
い
ふ
な
h
o
九
時
を
謹
正

〈
説
明
批
判
す
る
は
容
易
に
非
中
、
故
仁
唯
一
一
一
に
就
て
卑
見
を
逃
よ
る
-

M

言
、
錦
す
ぺ

L
。

前
掲
の
中
、
先
づ
入
政
に
就

τ
一
言
す
べ
し
。
入
政
は
蓋
し
般
の
時
代
に
於
り
る
政
府
官
制
の
大
綱
な
h
o
ム
可

之
を
以

τ舜
の
時
の
官
制
正
樹
比
す
れ
は
、
蓋
し
左
表
の
如
〈
な
る
べ

L
。

舜

の

九

官

決
範
の
八
政

(
括
弧
内
は
酷
範
に
於
て
の
順
位
な
り
)

司

~ 

合主

空

(
四
)

司

后

緩

- 園 田園F境 問問山川

( 

) 

食



腎日ゲ

言満

議

第
二
十
一
笹

第

観

士

一
六
五

トゾキ子事守もか

司

毛主

司

徒

(五〉

士

戸、-̂ -、

師司

冠

(
ム
ハ
)

(
入
)

共

]二

、・"‘~司h・d

貨

( 

ー
) 

E草秩

ι王F・
司可S

踊E

( 

一一) 

典

幾

望書

(
七
)

がl

言

政
範
の
入
政
に
就
て
最
も
注
意
す
べ
き
は
、
食
政
貨
政
の
一
ア
V
』
以
て
人
政
の
首
位
に
置
き
た
る
こ
さ
是
な
・
9
0

薬
註
に
臼
〈
「
食
は
民
ご
A

一
時
正
す
る
所
ろ
、
貨
は
民
の
資
ご
す
る
所
ろ
。
放
に
食
を
首
ピ
怨
し
、
貨
之
に
失
〈
O

食
貨
は
生
を
養
ふ
所
以
な
・
9
0

祭
刑
は
本
に
報
ゆ
る
所
以
な
り
。
司
容
は
土
を
掌
ど
る
・

其
居
を
安
ん
す
る
所
以

医毘明照芳町ヲ:

な
-
9
0

司
徒
は
敬
を
掌
ピ
る
、
其
性
を
成
す
所
以
な
b
o
司
冠
は
禁
を
掌
ご
る
、
英
姦
を
治
む
る
所
以
な
b
o
賓

は
諸
侯
法
人
を
離
す
・
往
来
交
際
す
る
所
以
な
り
o
師
は
時
閣
を
除
き
‘
暴
を
品
掃
す
る
な
h
o
兵
は
聖
人
の
巳
h
u

を

得
る
仁
田
非
A
Y
o

故
に
末
に
居
く
な
h
』
Z
o

此
の
義
氏
の
言
は
先
づ
余
の
意
を
獲
た
h
、
放
に
絃
に
掲
載
す
。

ツ

ル

ニ

ア

テ

考

ミ

ツ

第
五
の
皇
極
に
就
て
は
、
供
範
に
「
建
用
=
皇
極
-
」
正
ゐ
・
9
0

叉
「
皇
建
a
某
有
極
-
』
の
句
あ
り
。
茶
註
に
依
る

閥
寄
附
替
に
且
は
れ
た
る
政
抽
細
諸
島
組

死 一 一



蝿融a'"醐圃回申

" 

論

向
書
回
世
阿
に
且
は
れ
た
る
政
泊
翻
梼
凪
恕

第
二
十
一
審

A 

{
第
二
親

護

に
「
皇
は
君
、
建
は
立
品
。
極
は
猶
は
北
極
の
極
の
と
ご
し
、
至
怖
の
義
、
標
準
の
名
・
中
立
し

τ四
方
の
正
を

ム

ナ

ポ

ム

ナ

苧

取
る
所
た
る
も
の
畠
」
ご
ゐ
h
J
O

要
す
る
に
極
の
本
義
は
屋
根
の
献
な
h
・
屋
根
の
峠
慨
は
四
方
合
捺
す
る
所
、
品
匹

。
。
。
。

υ

o

に
鴨
じ
て
大
中
至
正
の
意
義
ご
な
る
な
h
o
「
中
尉
」
又
は
「
論
説
」
に
謂
ゆ
る
中
庸
の
道
は
郎
も
栂
な
か

O

税
近
極

W
Z
い
ふ
詞
は
反
哨
到
の
意
味
に
用
ひ
ら
る
、
に
至
れ
る
は
注
意
す
ぺ
き
事
な
b
o
拠
洪
範
、
勇
胞
を
設
〈
僚
中
に

有
徳
有
磁
の
士
を
皐
げ
て
高
位
重
縁
を
授
〈
ぺ
〈
、
制
騨

E

括
弧
摘
の
者
を
悩
み

τ之
を
撫
養
す
べ
き
を
設
さ
て
、
夏

y

N

ナ
λ

3

J

h

テ

一

一

タ

ム

7

に
日
〈
『
無
ν
侃
無
砂
防
。
進
晶
一
土
之
義
、
無
ι伺
ν
作
ν

好
。
進
昌
王
之
進
、
無
ν
有
ν
作
ν
悪
。
遵
晶
玉
之
路
】
O

知山
ν
偏
無
ν

無
ν
諜
鉱
山
い
加
。
王
道
平
々
0

加味
ν
反
無
レ
側
。
王
道
正
直
o

曾
=
共
有
極
九
崎
一
-
一
英
有
梅
田
0

」

諜。

王
道
柑
軒
々
ο

ピ
。
此
は
是
れ
有
識
り
文
、
読
み
去
り
積
み
来
b
て
、
天
朗
ら
か
に
地
清
き
世
曲
、
和
気
の
充
揃
L
・
光
却
の
換
乱
首

せ
る
が
如
、
き
を
覧
ゅ
、
後
世
の
共
産
主
義
岩
枇
曾
++ae
義
者
が
、
徒
ら
に
矯
激
の
言
z衡

を
弄
L
、
世
ら
に
険
惑
の
謀

計
を
構
へ
て
、
或
は
財
産
の
平
等
を
主
張
[
、
或
は
階
級
の
闘
宇
を
煽
動
す
る
も
の
、
如
き
己
、
共
差
何
ぞ
管
に

持
壊
の
み
な
ら
む
や
。
時
呼
極
、
極
な
ら
A
Y
O

極
な
ら
む
や
o
極
な
ら
む
や
。

省
、
事

4
3

族
教
(
第
七
)
は
武
王
が
商
に
克
り
、
道
を
九
夷
入
盤
に
通
じ
た
る
時
、
西
戎
の
長
が
大
犬
を
献
じ
た
る
に
方

h
F
7
 

・
り
、
太
保
(
官
)
の
召
公
が
戒
め
の
詞
を
作
b
て
王
に
上
ま
つ

b
た
る
も
の
な
h
o
古
文
に
の
み
ゐ
り
て
今
文
に
無

モ

ナ

ア

ソ

ウ

宇

シ

ナ

き
も
の
な
れ
ど
も
、
亦
名
句
仁
乏
し
か
ら
歩
。
日
〈
「
人
を
玩
べ
ば
徳
を
喪
ひ
、
物
を
玩
へ
ば
志
を
喪
ふ
」
日
〈

「
紙
袋

efVし
て
有
(
宇
佐
害
せ

F
れ
ば
、
功
乃
も
成
b
、
異
物
を
貴
ひ

m物
を
殿
、
ま
5
れ
は
、
民
乃
ち
足
る
」
日
〈

轟騎融蜘醐軸榊静仲'1>'，'



〈苔令可日

諭

叢

商
書
刷
沓
に
見
は
れ
た
る
政
治
相
倒
思
想

第
二
十
一
巻

第

観

1L 

一
六
七

「
諸
物
を
賀
ご
せ
古
れ
ば
則
一
も
議
主
人
船
。
。
資
ど
す
る
所
み
位
、
れ
賢
な
れ
ば
則
も
都
♂
人
支
L
」
Z
o
亦
以
む
人

を
貴
L
E
L
て
物
を
蛾
L
Z
L
、
必
要
物
を
重
ん
じ
て
脊
修
物
を
軽
ん
じ
た
る
上
古
王
道
の
主
意
を
鬼
る
べ
き
な

り
康
詰
(
第
十
二
酒
前
(
第
十
二
)
梓
材
(
第
十
一
ニ
」
の
三
篇
は
肌
れ
も
周
公
が
其
弟
の
康
叔
が
衛
に
剥
せ
ら
れ
た
る

時
に
奥
へ
た
る
訓
戒
の
詩
な
hJO
就
中
酒
誌
は
酒
の
利
害
を
設
き
た
る
も
の
に
て
、

h
o
帆
近
品
市
酒
一
諭
の
聞
い
し
き
時
に
方
り
て
刷
る
考
慮
に
値
す
る
も
の
な
b
r
o
酒
詰
の
篇
首
に
文
王
の
訓
僻
を
掲
げ

パ
日

(
1
1
J
2
1
1
単
一
壁
画
主
。
舵
ッ
布
一
郎
成
邦
胤
士

JTE正
細
川
事
-o

朝
夕
一
日
正
正
悟

1
1。

岳

民

。

惟

一

話

。

天

な

我

民

民

大

-

去

一

紙

v

亦

町

弘

酒

止

Y
F大

邦
】
刈
喪
。
亦
同
u

主
酒
惟

s

事
一
」
穆
は
詩
鰹
に
抑
倍
々
た
る
文
壬
さ
あ
る
に
同
じ
〈
ら
院
な
A

リ
o
考
は
父
な
b
o

蓋
し
支
那
最
古
の
節
酒
論
な

稽
考
は
敬
度
な
る
父
ぜ
骨
丹
精
せ
る
な

h
。
相
時
我
父
文
王
は
西
土
却
も
岐
周
に
在
b
て
、
政
治
を
行
ひ
た
る
時
、
諸

同
諸
士
及
ひ
少
正
(
副
官
)
御
事
(
事
を
掌
ご
る
役
人
)
に
訓
戒
L
て
、
朝
夕
に
日
〈
、
祭
加
の
時
の
み
こ
の
酒
を
用

ひ
土
ご
o
天
が
始
め
て
民
を

Lτ
酒
を
作
ら
し
め
た
る
は
唯
元
肥

(
絞
る
)
の
縛
に
し
た
る
の
み
。
然
る
に
天
、

威
を
下
L
て
剖
を
行
ふ
場
合
あ
り
o

我
民
は
斜
め
に
大
に
乱
れ
て
、
徳
を
失
ひ
た
'hJ

、
而
L
τ
其
由
て
来
る
所
は

他
な

L
、
摘
に
耽
'
り
た
る
が
潟
め
な
h
o
小
大
の
邦
の
己
ム
る
所
以
も
亦
是
れ
酒

ω上
の
非
に
あ
ら
ざ
る
な
し
」

ζ

れ
前
掲
の
文
の
伽
用
料
な
ふ
リ
0

弐
に
左
の
文
あ
h
J
O
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温幽

議

前

蒔

間

帯

に

見

は

れ

た

る

政

治

担

済

思

想

第

二

十

一

審

(

第

ニ

脱

ニ

O
)

一
六
入

グ

プ

ユ

q

山

P
L
V

号

プ

ネ

品

ス

ル

テ

才

ヨ

ピ

ム

ハ

タ

，

S
セ
ヨ
テ
才
『

J

ナ

巳

テ

カ

ν

7

「
文
王
詰
ζ

致
小
子
九
有
μ

正
有
v

事
。
無
ν

勢
v

酒
。
越
牒
因
。
飲
惟
施
。
徳
購
無
ν酔。」

。。

孫
星
術
は
小
子
を
以
て
康
叔
を
謝
ふ
ご
解
せ

h
。
文
王
は
康
叙
に
詰
げ
数
ふ
。

百骨

日
く
「
政
事
あ
る
時
は
酒
を
慌

み
て
、
常
に
用
ふ
る
勿
れ
」
o

及
び
廊
闘
に
教
へ
て
臼
〈
、
「
酒
を
飲
h
u

は
只
胞
の
時
の
み
縛
せ
よ
。
徳
を
行
ひ
、

酎
酔
す
る
勿
れ
い
芭
』
o

同
公
は
文
王
の
殺
訓
を
反
覆
す
る
こ
さ
斯
の
如
〈
、
一
見
に
人
民
に
劃
し
て
、
酒
を
飲
む
べ
き
場
合
を
数
十
へ
て
日

ク
セ
サ
ン

4

3

7

B

ホ

4
ユ

レ

へ

7

U

V

7

?

ノ

ト

タ

考

夕

方

J

ナ

ヒ

?

?

セ

ヨ

〈
「
妹
土
刷
一
一
爾
股
肱
-o

純
其
事
-
黍
型
。
奔
走
事
=
脈
考
朕
長
-
。
肇
宏
九
阜
牛
目
。
遠
服
Y
頁
。
用
孝
円
養

吋

J
J

フ

ノ

ヨ

ロ

ヨ

タ

ト

考

ハ

ν
F
セ

フ

m
H
3
7

廠
位
入
母
-
。
脈
父
母
躍
。
自
沈
肌
致
ν
則
u

酒
』
正
。
妹
土
は
牒
叔
の
剥
せ
ら
れ
た
る
街
闘
を
指
す
。
『
街
闘
の

人
ょ
。
波
は
波
の
子
足
を
絶
え
す
働
か
し
て
大
に
農
作
に
勉
め
、

奔
走
L
て
共
父
兄
に
事
へ
。

又
は
肇
(
敏
也
)
〈

事
牛
を
牽
き
、
貨
物
を
載
せ
て
遠
(
に
行
き
て
買
を
事
正
し
、
利
盆
を
得
て
蹄
b
，
士
、
以
て
其
父
母
に
孝
養
せ

号

よ
o

親
父
母
鹿
ぷ
ニ
芭
な
れ
ば
、
品
川
等
は
自
身
に
食
捺
を
洗
ひ
清
め
、
盛
-
り
物
を
豊
厚
に
し

τ、
摘
を
用
ふ
る
を

致
せ
よ
Z
」

一
』
れ
其
の
解
な
り
。

定

ヨ

ピ

ョ

ν
ナ
ン
ヂ
ツ
キ
-

h

y

j

ヲ

テ

品

周
会
は
真
に
術
闘
の
士
に
数
訓
し
て
日
〈
「
麻
士
有
正
制
限
廊
伯
君
子
。
其
爾
典
聴
私
服
品
棋
九
爾
大
克
差
v

タ

一

《

タ

ア

ヂ

チ

シ

プ

匂

pa

一

一

ヂ

ク

タ

ν
ナ

ナ

セ

ル

ヨ

ト

タ

，

.

4

4

7

夕

、

タ

A
-
A
A
W
F
寺

、

ヲ

ヂ

ナ

者
悦
ν
若
。
爾
乃
飲
食
酔
他
。
主
惟
日
。
爾
克
永
槻
省
。
作
ν
稽
=
中
徳
目
。
爾
倫
克
差
与
償
却
。
爾
乃

オ
ホ
ヒ
品

k
ヨ

ア

自

介

周
ν
逸
」
t
。
此
文
意
は
蓋
し
左
の
如
L
o

「
上
下
の
諸
役
人
ど
も
よ
ω

汝
市
仁
↓
?
の
殺
を
聴
け
。
波
大
に
克
く
酒
食
を
長
者
に
差
め

τ、
君
を
相
〈
る
ご

l
f
l
u
-
-
u
l
i
u
」



市旨

議

商
書
問
書
に
見
は
れ
た
る
政
泊
朝
蹄
思
想

都
二
十
一
巻

(
第
二
騨

) 

き
は
、
波
等
も
亦
飲
食
し
て
酵
飽
せ
よ
」
ご
。
山
川
ほ
大
吉
田
L
で
臼
〈
「
波
等
慣
に
反
腕
内
省
し
て
能
(
小
府
の
徳
に

合
す
る
』
古
を
考
慮
せ
よ
。
斯
の
如
〈
し
て
始
め
て
然
凪
に
供
物
を
兵
へ
て
一
岬
切
の
享
(
る
所
ピ
な
b
、
自
身
も

泊
を
飲
み
て
、
大
に
安
逸
す
る
こ
て
を
得
る
に
ぽ
配
か
ら
む
」

z。

茶
誌
に
以
上
の
諸
訓
僻
を
要
約
し
て

H
f
「
上
え
を
按
す
る
仁
、
父
母
此
ポ
ば
則
も
酒
を
飲
む
可
L
o
克

h
慌

に
志
む
れ
ば
則
も
事
炉
』
飲
h
U
可
L
o
山
阿
世
に
本
む
れ
ば
則
も
酒
を
飲
む
可

L
。
新
其
飲
を
祭
給
せ
ん
古
欲
す
。

A
1

乃
L
反
っ
て
立
(
端
を
開
〈
者
は
J

不
一
禁
の
品
川
な
h
'
o
舟
人
の
教
は
迫
ら
ず
し
て
民
従
ふ
ご
は
応
な
'
り
」

E
o
誠
に

営
を
得
た
る
解
稗
ピ
謂
ふ
可
き
な
h
o

無
逸
(
第
十
七
)
は
周
公
の
作
る
所
ろ
。
成
王
が
位
に
卸
き
、
其
安
逸
に
流
れ
ん
こ
ご
を
恐
れ
て
、
之
を
作

b
τ

王
を
戒
し
め
た
る
な
b
o
篇
首
に
日

f

所
共
無
逸
『
0

先
机
稼
税
J4
銀
銑
Q

7

2

ノ

ス

エ

ハ

テ

?

F

人
↑
。
厳
父
母
卦
勢
稼
型
。
版
子
乃
不
知
=
紘
稿
之
銀
難
-
。
耽
議
日
乃
ず
v

日
ず
之
入
札
討
知
日
上
の
附
川
町
四
は
街
な
b
a乙
の
説
あ

h
。
然
れ
げ
と
も
古
文
今
文
ご
も
此
二
字
ゐ
3
9
0

今
文
の

「
周
目
公
日
。

鳴
呼
君
子
。

乃チ

喝λ

at_ JU. 
~~生IJ

レ

否レ?
11IJハノ、

侮 e 子
三門戸 'J t1'iル
肺ゾ~-;J，r' _ ~。

父=
皿ヰlJ~~
oテノj、

替
は
王
充
(
岬
事
)
の
論
衡
(
儲
)
儒
増
篇
に
「
先
知
総
沓
之
毅
雄
乃
住
吉
ゐ
h
o
た
ャ
沓
の
宇
伐
の
字
が
少

L
f異
な
る
の
み
o
但
L
稿
又
は
逸

t
同
義
な
b
o
放
に
此
の
乃
佼
の
二
字
を
入
れ
て
解
秤
す
る
ご
き
は
下
の
如

L 
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(
第
二
親
ニ
ニ
)

「
用
公
日
〈
。
鳴
呼
羽
子
(
在
官
の
長
者
)
は
其
位
に
彪
b
τ

政
を
錯
す
や
、
主
(
れ
白
か
ら
議
時
即
す
る
こ
正
な

論

議

両
帯
川
書
に
且
は
れ
た
る
政
治
組
隣
思
想

第
二
十
一
巻

七
O 

し
、
先
つ
人
民
の
・
隊
秘
の
娘
維
を
知
り
、
之
を
思
ひ
や

h
て
、
白
か
ら
も
心
を
勢
L
て
政
事
を
震
し
、

そ
こ
で
逸

現
す
る
-
-
己
ゐ
旬
。
是
れ
一
張
一
弛
の
義
な
り
。
斯
〈
て
君
子
は
稼
稿
は
人
民
の
依
て
以
て
生
業
を
笹
む
所
な
る

を
知
る
な
b
o
彼
の
小
人
を
見
る
に
、
中
仁
は
跡
父
母
は
稼
稿
に
勤
勢
す
れ
ど
も
、
麻
子
は
稼
袖

ω銀
難
を
知

ι

- 一一一

十
o

た
い
Y

安
逸
を
食
ぽ
句
。
野
郎
又
は
崩
誕
な
る
言
備
を
弄
し
。
然
ら
ゲ
れ
ば
父
母
を
侮
げ
と
ふ
り
て
中
議
頑
悶

ω人

仁

τ、
何
等
新
ら
し
き
市
中
ヤ
聞
知
す
る
所
ん
な
し
芭
品
川
す
ご
」
余
輩
思
ふ
に
今
惟
も
亦
之
に
似
た
る
一
帯
多
し
。
周

一
公
の
言
ゃ
、
貨
に
四
四
ι
リ
周
初
の
弊
を
指
摘
せ
る
の
み
に
非
5
る
を
痛
戚
せ
す
ん
ば
あ
ら
す
。

術
書
の
他
の
語
地
捕
に
就

t
は
、
備
は
解
説
批
許
す
ぺ
き
も
の
多
々
之
れ
有
る
べ
け
れ
ど
も
一
先
づ
弦
に
捌
筆

す
。
(
完
結
)
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